船舶発生廃棄物汚染防止規程

第１章　総　　則

1.1　「目　　的」

　船舶発生廃棄物汚染防止規程 (以下「規程」という。) は、『海洋汚染及び海上災害の防止に

関する法律』(以下「海洋汚染防止法」という。) 第10条の３第1項の規定に基づき、船舶発生　　　　　

廃棄物 (以下「廃棄物」という。) の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を定め、廃棄物による海洋の汚染を防止することを目的とする。

　

1.2　「適　　用」

　海洋汚染防止法施行規則第12条の３の３の規定に基づき、総ﾄﾝ数400ﾄﾝ以上の船舶及び最大搭載人員15人以上の船舶は、規程を船舶内に備え置かなくてはならない。

1.3　「規程の作成」

規程は、　　　　　　(年月日) 、                            (船舶所有者) が作成したものであり、　　　　　　　　　　　   (船名)  における廃棄物の管理方法等について取りまとめたものである。　{空欄記入}  

1.4　「規程の周知」

規程がその目的を達成するために、船長は規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち、廃棄物の取扱いに関する作業を行う者に周知させなければならない。

1.5　「規程への参加」

船舶内にある者はすべて規程に参加し、廃棄物の適切な管理に努めることが要求される。

1.6　「海洋環境への考慮」

　船舶内にある者は、廃棄物の排出が海洋環境に与える重大な影響を認識したうえで、その発生　　

量をできる限り減少させ、かつ資源の再利用に努めるなどの補足的な廃棄物管理手法についても

考慮しなければならない。
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